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１．開  会 

 

２．議  題 

  長周期地震動に関する情報のあり方に関する報告の議論 等 

 

４．閉  会 

 

（配布資料） 

 資料番号なし：座席表、名簿 
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長周期地震動に関する情報のあり方検討会運営要綱 

 

（目的） 

第１条 長周期地震動について防災情報の対象とする地震動の特徴や評価手法を整理すると

ともに、適切な情報のあり方を検討するため、長周期地震動に関する情報のあり方

検討会（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

（任務） 

第２条 検討会は、次の事項について検討するものとする。 

（１）防災情報の対象とする長周期地震動の特徴の明確化 

（２）被害を把握するために有効な長周期地震動の評価手法 

（３）長周期地震動に関して気象庁が作成し提供する情報のあり方 

（４）その他、長周期地震動に関して検討の必要な事項 

 

（検討会の構成） 

第３条 検討会は、学識経験者及び関係機関の職員からなる委員で構成する。 

２ 検討会に座長を置く。 

３ 座長は検討会の会務を総理する。 

４ 座長は委員の中から気象庁地震火山部長が依頼する。 

５ 座長は、検討会の議題等により必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ

ることができる。 

６ 座長が出席できない場合は、委員の中から座長代理を気象庁地震火山部長が依頼する。 

 

（資料の公開） 

第４条 検討会の資料及び議事概要については、原則として一般に公開するものとする。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、検討会に諮ったうえで検討会の資料及び議事概

要の一部または全部を非公開とすることができる。 

 

（事務局） 

第５条 検討会の事務局は、気象庁地震火山部地震津波監視課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるものの外、検討会の運営に関して必要な事項は、座長が検討会に

諮って定める。 

 

附則 

この要綱の施行期間は、平成 23 年 11 月 14 日から検討会の検討が終了するまでとする。 


